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研究成果の概要（和文）：米、独、仏について、大学教授、官公庁の人事担当者と法曹資格を有 

する職員、法曹試験担当者、修習機関担当者、法律事務所等におけるヒアリングと関連資料調

査によって、実務修習の仕組みに焦点を当てた法曹・公務員養成制度の実際と公的部門におけ

る法律専門家の採用・人事配置を調査した。その結果、法学部や法科大学院において、公的部

門の業務に合わせた科目と実務修習のカリキュラムへの組み込みが重要であることが明らかに

なった  

 
研究成果の概要（英文）：The training of lawyers and civil servants with the focus on 
practical training and the employment and function of legal professions in the public 
sectors are investigated for the USA, Germany and France by means of interviews to 
professors, personal operation department and civil servants of lawyers of public sectors, 
legal examination department, training agencies, and law firms and documentary search 
are investigated. As a result it is confirmed that subjects oriented to the works in the 
public sectors and the practical training are to integrated to the curriculum of the legal 
high educational system. 
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１． 研究開始当初の背景 

法曹人口の増大による国民の司法へのア
クセスの向上を目標の１つとして、法科大学

院が平成 16 年に設置されて５年が経過し、
法科大学院を修了して司法試験に合格する
者が増大しているが、裁判官・検察官の任官
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数が大きく増えていないこともあって、弁護
士の数が増えている。他方、社会においても、
弁護士に対する期待は、訴訟を中心とする紛
争解決業務に止まらなくなっており、社会の
高度化、複雑化、グローバル化の流れの中で
リスク管理の必要性を認識した企業におい
ては、法務部門の持つ重要性が増し、企業内
弁護士の積極的活用の傾向が見えている。行
政改革、地方分権改革によって、民間との法
的関係が従来とは質的にも量的にも異なっ
てきた官庁・地方自治体においても、同様に、
弁護士の持つ専門性が重視されつつある。 

従来から、官庁・自治体においては、法律
案・条例案・規則案・通達案・要綱案作成と
いう立法実務と法令解釈実務が重要な業務
であり、法学部卒が多くを占める法律職公務
員の果たす役割も大きかった反面、行政訴訟
が活発とは言えず、訴訟リスクに備えた法律
実務はあまり必要とされていなかった。とこ
ろが、行政改革と地方分権改革によって、官
庁においても自治体においても、政策を実現
していく制度設計を行うための政策法務が
重要性を増し、単なる立法技術・解釈技術に
止まらない、新たな法的思考を行いうる人的
リソースが求められてきた。また、司法制度
改革の一環として、行政事件訴訟法が改正さ
れ、行政訴訟の間口が広げられたことと、法
科大学院制度において、行政法を基本科目と
して学んだ法曹が続々と生まれてきたこと
から、行政訴訟が提起されやすい環境が整え
られつつあり、官庁・自治体においても訴訟
リスクに備えた法律実務への需要が増して
きた。ところで、従来の官庁・自治体におけ
る法律知識の修得は、基本的に、主として法
学部卒の公務員が必要に応じて研修を受け
ながら、ＯＪＴによって身につけていくこと
によって行われてきたが、このような研修に
よって、今後、ますます増大する訴訟リスク
に備えた法律実務が習得されるかどうかは
明らかではない。他方で、官庁・自治体にお
いて求められる法的思考能力は、訴訟リスク
に備えた法律実務への対処能力に限られる
のではなく、政策形成・制度設計能力も含ま
れる。このような能力の習得は、特に、公共
政策大学院が目指すところと重なっている
が、現状の公共政策大学院のカリキュラムに
おいて、十分な法的思考能力が習得可能かど
うかは、明らかではない。このようなことを
考慮すると、今後において、官庁・自治体に
おける新たな法的思考能力を持った人的リ
ソースの供給源として、法科大学院は一定の
役割を果たしうると思われるが、現状のカリ
キュラムは、狭義の法曹の訴訟実務への対応
能力を身につけることに主眼が置かれてお
り、公務員に求められる法律実務対応能力、
特に政策法務能力を身につけることは、ほと
んど考慮されていない。したがって、今後、

法科大学院が官庁・自治体の公務員への人的
リソースの供給源となるためには、特に、官
庁・自治体等の実務の修習がカリキュラムの
中に組み込まれることが必須となると考え
られる。 
 
２．研究の目的 

本研究は、法曹資格者が公務員として活躍
する機会が少なくない諸外国において、法曹
養成課程の中で、どのように官庁・自治体実
務への対応能力が習得されうるのかを調査
しようとするものである。そのような調査を
通じて、諸外国における法曹養成と官庁・自
治体等の実務の関連づけのあり方を研究し、
合わせて、わが国の官庁・自治体における実
務修習の受け入れ状況を対照調査する。それ
によって、これまでは、弁護士事務所に限ら
れていた法科大学院のエクスターンシップ
のあり方を見直し、今後の法科大学院におけ
る官庁・自治体等の実務修習の制度設計を検
討することに役立てようと企図した。 
 
３．研究の方法 

本研究においては、法曹資格者が官庁・自
治体において公務員として活躍しているド
イツ、フランス、アメリカを調査対象として、
それぞれの国の法曹養成と公務員養成の関
連性、法曹養成における官庁・自治体等の実
務修習の組み込まれ方、修習の内容、修習に
対する評価を調査する。その際、各国におい
て、法曹資格者が、官庁・自治体において、
具体的にどのような役割を果たしているの
か、法曹資格は実際上、業務遂行にどのよう
に役立っているのか、法曹資格者ではない者
との競争において、法曹資格が持つ意味をも
調査する。 
 並行して、わが国の官庁・自治体において、
実務修習がどのように行われているか、その
受け入れ体制、修習の内容、修習に対する評
価を対照調査する。その際、法学部等の学部
生や公共政策大学院等の院生とは質的に異
なる法律実務能力を持っている法科大学院
修了者に対して、官庁・自治体がどのような
需要を持っているかも可能な限りで調査す
る。 
 以上の外国調査とわが国の調査を比較対
照し、今後の法科大学院(と必要に応じて、
法学部・公共政策大学院)において、官庁・
自治体等の実務修習がカリキュラムの中に、
どのように組み込まれるべきかを検討する。 
 
４．研究成果 
（１）アメリカ 
 アメリカにおける法曹養成システム（ロー
スクール）は、わが国と異なり、法学部の存
在を予定したものではないが、ロースクール
を修了し司法試験に合格した法曹が、法曹三



 

 

者に限られず、企業内法律専門家あるいは公
的部門における法律専門家として、幅広く活
躍しているところに特徴がある。そのような
システムにおいて、公的部門における法律専
門家の役割は、行政審判官のような法律解釈
の専門家としてだけではなく、政策や法案の
企画立案、具体的な法執行、行政手続の実施、
組織管理など多岐にわたる。また、ロースク
ールのカリキュラムにおいては、公的部門へ
の就職志望に合わせて、多様な専門的科目が
配置され、公的部門において求められる専門
性への対応が図られ、並行して、インターン
シップを奨励することによって、行政実務に
親しむと共に、就職の手懸かりが得られるよ
う工夫されている。 
（２）ドイツ 
ドイツの公的部門の従事者のうち「官吏」

については、法曹が優先的に採用されること
が認められる。それは、ドイツの法曹養成の
仕組みが、法曹がそのような役割を担う上に
必要な能力を備えるように作られているこ
とによるものであり、特に公的部門の実務と
の近さが、大学在学時の実習、選択科目の履
修、司法修習における公的部門での修習を通
じて、法曹養成の各段階で確保されている。
ドイツは、アメリカ、日本と同じく法曹一元
が行われているが、ドイツにおいても、アメ
リカと同様、裁判官・検察官・弁護士という
日本で通常「法曹」と言われる職域にとどま
らず、公的部門において、法曹が中心的な役
割を担っている。行政の専門性が高まる中で、
在学中の実習と第一次国家試験後の司法修
習の２段階の実務修習と選択科目の充実が、
法曹を一般職として採用することを可能に
している。 
（３）フランス 
フランスの公的部門においては、大学で法

律を学んだ者が、司法官養成課程とは別の特
有の教育課程を経て公的部門に採用され、採
用後に専門性を向上させる種々の研修の仕
組みが用意されている。フランスにおいては、
司法官（裁判官と検察官）、弁護士、行政官
がそれぞれ別個の養成課程を経る仕組みで
ある点で、今回の比較四カ国の中では異なる
位置にある。しかし、その一方で、公的部門
の法律関係業務は、法曹ではなく、大学で法
律を学んだ者が養成課程を経て担っている
という点においては、わが国と類似している
面があることがわかった。公的部門において
求められる専門性と法律知識・法的な解釈適
用能力の総合が、研修制度の充実によって図
られていると言える。一方で、とりわけ、地
方自治体においては、弁護士との協働が行わ
れている。 
（４）日本 
 わが国においては、法科大学院を修了し司
法試験に合格した者を対象とした国家公務

員総合職「法務」区分の採用が２０１２年度
から始まり、一定数の採用実績が出ている。
また、法科大学院在学生を対象として、霞ヶ
関法科大学院インターンシップが２００９
年度から行われている。地方自治体において
も、弁護士を法律相談担当として雇用する例
もある。しかし、これまでのところ、公務員
採用を法学部から法科大学院にシフトさせ
ることや、法科大学院だけを対象にしたイン
ターンシップが全国的に行われるには至っ
ておらず、公的部門において求める人材と法
科大学院が養成する能力にずれがある。 
（５）まとめ 
①わが国において、法学的素養と知識を備

えつつ、行政の業務の専門性に対応して制度
設計や法的対応ができる人材が公的門にお
いて期待されているものの、そのような人材
を養成する仕組みが、法学系高等教育機関の
カリキュラムにおいてまだ確立されていな
い。 
②法曹または法学的知識と素養を備えた

者について、公的部門がその能力と適性をは
かるための選抜のあり方についても、十分な
議論がなされていない。 
③民間部門の様々な専門職との協働を担

うことができ、国際的な場で、諸外国の行政
法曹または専門性を備えた行政官との交渉
や協働を行いうる人災が、わが国の公的部門
において採用または養成される仕組みが確
立していない。 
④アメリカのロースクールにおける多様

な実務科目の提供とインターンシップ、ドイ
ツにおける２段階の実務修習を通じた行政
実務と理論学習の連携と選択科目による専
門性の涵養、フランスにおける法学部卒の行
政官に対する採用後の専門政官用のための
研修制度は、いずれも、わが国の法学系高等
教育機関における法律専門家の養成の仕組
みと公的部門における法律専門家の役割に
ついて、示唆を与えるものである。 
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